
【参考】東京都個人情報の保護に関する条例（平成２年東京都条例第113号） 

 

(定義) 

第２条 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査

委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、固定資

産評価審査委員会、公営企業管理者、警視総監及び消防総監並びに都が設立した地方独立行政法人(地

方独立行政法人法(平成15年法律第118百十八号)第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。

以下同じ。)をいう。 

２ この条例(次条第３項及び第８章を除く。)において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報

であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することがで

きるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとな

るものを含む。)をいう。   

３ この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員(都が設立した地方独立行政法人の役員を

含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的

に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されている

ものに限る。  

４ この条例において「公文書」とは、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第５号。以下「情報公

開条例」という。)第２条第２項に規定する公文書をいう。 

５ この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

６ この条例において「事業者」とは、法人(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報

の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同

じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)及び事

業を営む個人をいう。 

 (平12条例６・平11条例97・平16条例159・一部改正) 

 

(開示請求に対する決定) 

第14条 実施機関は、開示請求があった日から十四日以内に、開示請求者に対して、開示請求に係る保

有個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)又は開示しない旨の

決定(第十七条の三の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有し

ていないときを含む。)をしなければならない。ただし、前条第三項の規定により補正を求めた場合

にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 実施機関は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求者に対し、遅滞な

く書面によりその旨を通知しなければならない。 

３ 実施機関は、やむを得ない理由により、第一項に規定する期間内に開示決定等をすることができな

いときは、開示請求があった日から六十日を限度としてその期間を延長することができる。この場合

において、実施機関は、速やかに延長後の期間及び延長の理由を開示請求者に書面により通知しなけ

ればならない。 

４ 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にその

全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、

第一項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分



につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をす

れば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に

掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

一 本項を適用する旨及びその理由 

二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期間 

５ 実施機関は、第一項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しないときは、

開示請求者に対し、第二項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合におい

て、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の

記載自体から理解され得るものでなければならない。 

６ 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該決定に係る保有個人情報に当該実施機関以外の

ものとの間における協議、協力等により作成し、又は取得した保有個人情報があるときは、あらかじ

め、これらのものの意見を聴くことができる。 

７ 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に開示請求者(第十二条第二項の規定により未成年者又は

成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次項、

第十六条第二号及び第三号並びに第十七条第二項において同じ。)以外のものに関する情報が含まれ

ている場合は、開示決定等に先立ち、当該開示請求者以外のものに対し、開示請求に係る保有個人情

報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与え

ることができる。 

８ 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた開示請求者以外のもの(都、国、独

立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「第三者」という。)が当該保

有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、

開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、

実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(第二十四条の二及び第二十四条の四において「反対意見

書」という。)を提出したものに対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面に

より通知しなければならない。 

(平11条例97・平16条例159・平27条例140・一部改正) 

 

（保有個人情報の開示義務） 

第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに

該当する情報（以下「非開示情報」という。）が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該

保有個人情報を開示しなければならない。 

一 法令等の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義 務を有す

る国の行政機関（内閣府設置法（平成11年法律第89号）第４条第３項に規定する事務をつかさどる

機関である内閣府、宮内庁、同法第49条第１項若しくは第２項に規定する機関、国家行政組織法（昭

和23年法律第120号）第３条第２項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれ

る機関又はこれらに置かれる機関をいう。）の指示等により、開示することができないと認められ

る情報 

二 開示請求者以外の個人に関する情報（第九号から第十一号までに関する情報及び事業を営む個人

の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等

により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、



開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は開示請求者以

外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の

権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

イ 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されて

いる情報 

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報 

ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項に規定する国家公務

員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第２項に規定する特定独立行政法人及

び日本郵政公社の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法（昭和

25年法律第261号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をい

う。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のう

ち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

三 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開

示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会

的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、

開示することが必要であると認められる情報を除く。 

四 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と

秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報 

五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間

における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若し

くは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は

特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は

事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性

質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

イ 試験、選考、診断、指導、相談等に係る事務に関し、評価、判断等その事務の過程若しくは基

準が明らかとなるおそれ又は公正な判断が行えなくなるおそれ 

ロ 監査、検査、取締り又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難

にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 

ハ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政

法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ニ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

ホ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

ヘ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に

関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ 

ト 大学の管理又は運営に係る事務に関し、大学の教育又は研究の自由が損なわれるおそれ 

七 第三者が、実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供した情報であって、第三

者における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情

報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が開示されない

ことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを開示することにより、その信頼



を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護する

ため、開示することが必要であると認められるものを除く。 

八 未成年者又は成年被後見人の法定代理人による開示請求がなされた場合における次に掲げる情

報 

 イ 開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められる情報 

 ロ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人が二人以上いる場合であって、法定代理人の一人によ    

  る開示請求がなされたときにおいて、開示することが他の法定代理人の利益に反すると認められ  

  る情報 

九 他人（東京都特定個人情報の保護に関する条例（平成27年東京都条例第141号。以下「特定個人

情報保護条例」という。）第10条に規定する他人をいう。）の特定個人情報（特定個人情報保護条例

第２条第７項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ） 

十 開示請求者と同一の世帯に属する者の特定個人情報であって、開示請求者に開示することによっ

て、当該同一世帯に属する者の利益に反するおそれがあるもの。 

十一 特定個人情報保護条例第２条第４項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの。 

（平16条例159・全改、平19条例95・平26条例153・平27条例140・一部改正） 

 


